
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 保 育 所 

  

   坂出市立西部保育所 （坂出市御供所町１丁目１番 41号） 

休 日 保 育 の し お り 

 



 

１．休日保育の概要 

 

 休日保育とは，保護者が仕事により，日曜，祝日に家庭において児童の保育ができ

ない場合に，児童を預かる坂出市の子育て支援事業のひとつです。 

 利用できる児童は，２号または３号認定を受けていて，坂出市の認可保育所・認定

こども園等に通所する１歳以上児から就学前までの児童で，保護者が就労等のため保

育を必要とする児童です。 

 

定  員 １日に利用できる児童数は，おおむね１０人です。 

対象年齢 １歳以上児（４月１日に１歳以上）から就学前までです。 

実 施 日 日曜日，祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日）。 

ただし，１２月２９日から１月３日は除きます。 

また，利用申込み者がいない場合や実施保育所の行事等により休園する

場合がありますので，あらかじめご了承ください。 

実施時間 午前８時３０分から午後５時までの間で保護者が必要とする時間です。 

昼 食 等 お弁当，おやつ，水筒は各自でご用意してください。 

 

 

２．休日保育のデイリープログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利用方法 

 

①登録 

 あらかじめ，休日保育登録申請書（様式第１号）に必要事項を記載し，必要書類を

添付して登録していただきます。 

 受付場所 … 坂出市健康福祉部こども課（本庁２階） ☎0877-44-5027 

 必要なもの… 休日に家庭で保育できないことを証明する書類（休日就労証明書） 

        児童の写真（４㎝×３㎝） 

        印鑑 

 ※ 利用年度ごとに登録していただく必要があります。 

   8：30  開 所 
       自由遊び 
  10：00  おやつ 
  11：30  昼 食 
  12：30  午 睡 
  15：00  おやつ 
       自由遊び 
  17：00  閉 所 



 

②利用申込み 

 登録を受けた利用者が休日保育を利用しようとするときは，原則として利用予定日

の 14 日前までに休日保育利用申込書（様式第５号）に必要事項を記載し，下記まで

申込みください。 

 受付場所 … 坂出市健康福祉部こども課（本庁２階） ☎0877－44－5027 

 必要なもの… 印鑑 

 利用申込みは先着順とし，定員に達した場合は申込みの受付を制限する場合があり

ます。 

 また，休日保育を利用する場合は，平日（月曜日～土曜日）に保育所を利用しない

日を設けていただきます。 

 

③利用申込み後 

 休日保育の利用申込み内容に変更があるとき，または利用申込みを取消すときは，

必ず利用予定日の２日前（その日が土日祝日に当たる場合はその前日）までに，坂出

市こども課に申込んでください。 

  

④当日 

 お子さんと一緒においでください。必要なものは必ずお持ちください。 

 体調不良等により欠席される場合は，午前９時までに実施保育所へご連絡ください。 

 利用申込み時間より遅れる場合は，速やかに実施保育所へご連絡ください。ご連絡

がなく申込み時間より１時間以上遅れた場合は，利用を取り消させていただきます。 

 また、緊急（自然災害発生）時は，使用施設のマニュアルに従っていただきます。 

 

４．休日保育を利用される方へのお願い 

 

①登所前 

 ・登所前にお子さんの体温を計測してください。 

 ・お子さんの服装は動きやすく，脱ぎやすいものにしてください。 

 ・朝食を必ずお取りください。 

 ・何らかの事情で遅刻される場合は，速やかに実施保育所までご連絡ください。 

 ・お子さまの昼食用のお弁当，水筒，おやつをご用意ください。 

 ・お子さんの衣類・持ち物すべてに記名があるか確認してください。 



 

②登所時 

 ・登所は，必ず保護者の付き添いのもとに行ってください。 

 ・実施保育所に用意してある休日保育連絡カードにしたがい，お子さんの健康状態，

留意事項，登所時間，降所時間，お迎えする方の氏名をご記入ください。また，緊

急連絡先の変更がある場合は必ず届けてください。 

 

③降所時 

 ・事故防止のためにお迎えにいらした方の身分証明書の提示をお願いする場合が

あります。予めご了承ください。 

 ・お子さんのお迎えは予めお届けされた方にお願いします。万一お迎えの方が代わ

る場合は，連絡をお願いします。保護者の確認が取れるまで，お子さんの降所を

お待ちいただきます。 

 ・万一お迎えの時間が変更される場合は，その旨を実施保育所までご連絡くださ

い。 

 

④持ち物について 

 （１）お弁当（昼食）とお箸など，おやつ，水筒 

 （２）着替え用衣類 

 （３）タオル 

 （４）お昼寝用布団（お子さんの状態や季節に合わせ，掛布団，敷布団等，ご用

意ください。） 

 （５）おむつ１日分（おむつが取れている場合は不要） 

 （６）帽子（必要に応じてご用意ください。） 

 

  ・すべての持ち物にフルネームでの記名をお願いします。 

  ・上記の持ち物を１つにまとめて実施保育所までお持ちください。 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

        坂出市健康福祉部こども課 

        電話 ０８７７－４４－５０２７ 

 

 

    坂出市立西部保育所  電話 ０８７７－４６－５９２５ 


